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令和6年4月23日(火)
岡山市水道局

水道料金改定の結果について ほか

水道料金改定の結果について ほか

136.1億円
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１ 水道料金改定の結果

２ アクションプラン後期編の改定

３ その他

・水道水におけるＰＦＡＳの状況について

・太陽光発電ＰＰＡモデル導入事業の導入について



水道料金改定の結果 ／ 結果概要

136.1億円

１ 料金制度の見直し
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項　　目 提言書 実　施

平均改定率 ２０．６％

算定期間 令和６年度から令和９年度の４年間

　①基本料金での回収割合の上昇
　②中大口径の従量料金への依存の見直し

公衆浴場用料金
基本料金は一般用と同様に改定
従量料金は1段目の改定率を緩和

私設消火栓料金
基本料金は廃止
従量料金のみ一般用の従量料金に準じた改定

個別需給給水
契約制度

廃止
　廃止
　（激変緩和のため令和８年から廃止）

合併地区検針期間 全体の約９６％を占める隔月検針に統一 （提言書と同じ）

 令和６年４月から　１５．７％
 令和８年４月から　２０．０％

　安全安心な水道を損ねることがない
　範囲で、更なる負担の抑制を検討し、
　少しでも下がるよう努めてください。

（提言書と同じ）

料金体系の見直
しの方向性

水需要の減少に強い料金体系への見直し
を図る

水道料金改定の結果 ／ 結果概要

136.1億円

２ 負担金制度等の見直し
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３ 改定の実施時期

項　　目 提言書 実　施

工事負担金 受益者負担の原則に基づき無料区間を廃止

加入負担金 料金見直しとのバランスに鑑み、現行制度を維持

給水装置設計審
査・検査手数料

金額区分を口径２５ｍｍ以下と４０ｍｍ以上
の２段階に改定

分岐工事監督費 全口径同一金額に改定

（提言書と同じ）

令和６年４月１日以降の検針分から適用（提言書と同じ）



水道料金改定の結果 ／ 平均改定率

136.1億円
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平均改定率について

〇市議会での議論や、市民からの切実な声を受け止め、更なる
業務の効率化で人員を縮減することにより、財政負担の抑制
を図り、提言をいただいていた平均改定率２０．６％から
引き下げることとした

〇物価高騰を状況を考慮し、当初の２年間を特に抑制した

令和4年5月
水道局水道料金改定の結果 ／ 料金比較

一般的な家庭(3〜4人世帯) のケース
（メーター口径13ミリ 1か月で20㎥使用した場合の料金）

2,330円

現行料金
改定後
料金

現行料金
との差

改定率

2,620円 290円 (12.4%)

令和6年4月から令和8年3月まで

改定後
料金

現行料金
との差

改定率

2,700円 370円 (15.9%)

令和8年4月以降

生活用使用者層への改定による影響の抑制
★ 料金比較（消費税抜)
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水道料金改定の結果 ／ 水道料金表（令和６年４月から２年間）

136.1億円
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①基本料金（１か月につき・税抜）

670 円 840 円 170 円 25.4 ％

1,020 円 1,280 円 260 円 25.5 ％

1,720 円 2,050 円 330 円 19.2 ％

3,750 円 5,000 円 1,250 円 33.3 ％

7,430 円 8,700 円 1,270 円 17.1 ％

14,380 円 17,200 円 2,820 円 19.6 ％

24,150 円 30,800 円 6,650 円 27.5 ％

38,390 円 74,100 円 35,710 円 93.0 ％

57,320 円 128,000 円 70,680 円 123.3 ％

86,930 円 217,000 円 130,070 円 149.6 ％

115,500 円 288,000 円 172,500 円 149.4 ％

２５０ミリメートル

２００ミリメートル

３００ミリメートル

１５０ミリメートル

　１３ミリメートル

　２０ミリメートル

　２５ミリメートル

　４０ミリメートル

改定率種別及び給水口径 改定前 改定後 増加額

専
用
栓
（

一
般
用
・
公
衆
浴
場
用
）

　５０ミリメートル

　７５ミリメートル

１００ミリメートル

水道料金改定の結果 ／水道料金表（令和６年４月から２年間）

136.1億円
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② 給水料金
(ア) 一般用（給水口径25ミリメートル以下）

(イ) 一般用（給水口径40ミリメートル以上）

使　用　水　量

１　段   10立方メートルまで 30 円 30 円

２　段
  10立方メートルを超え
  20立方メートルまで

136 円 148 円

３　段
  20立方メートルを超え
  30立方メートルまで

148 円 172 円

４　段
  30立方メートルを超え
  50立方メートルまで

170 円 201 円

５　段
  50立方メートルを
　　　　　　超える水量

195 円 231 円

使　用　水　量

  10立方メートルまで

  10立方メートルを超え
  20立方メートルまで

  20立方メートルを超え
  30立方メートルまで

  30立方メートルを超え
  50立方メートルまで

  50立方メートルを
　　　　　　超える水量

段階別

料　金

改　定　前 改　定　後

料　金

使　用　水　量

１　段   50立方メートルまで 170 円 201 円

２　段
  50立方メートルを超え
 300立方メートルまで

195 円 231 円

３　段
 300立方メートルを
　　　　　　超える水量

216 円 255 円

  50立方メートルまで

  50立方メートルを超え
 300立方メートルまで

 300立方メートルを
　　　　　　超える水量

使　用　水　量

段階別

改　定　前 改　定　後

料　金 料　金

（１か月１立方メートルにつき・税抜）



水道料金改定の結果 ／ 料金比較表（令和６年４月から２年間）

136.1億円

使用水量による料金比較表（令和６年４月から２年間）
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① 一般用（給水口径 １３ミリメートル）

② 一般用（給水口径 ２０ミリメートル）

970 円 1,140 円 170 円 17.5 ％

2,330 円 2,620 円 290 円 12.4 ％

3,810 円 4,340 円 530 円 13.9 ％

5,510 円 6,350 円 840 円 15.2 ％

20ｍ
３

30ｍ
３

40ｍ３

改　定　率使 用 水 量 改　定　前 改　定　後 増　加　額

10ｍ３

1,320 円 1,580 円 260 円 19.7 ％

2,680 円 3,060 円 380 円 14.2 ％

4,160 円 4,780 円 620 円 14.9 ％

5,860 円 6,790 円 930 円 15.9 ％40ｍ
３

30ｍ
３

使 用 水 量

20ｍ３

改　定　率

10ｍ
３

増　加　額改　定　後改 定 前

（１か月につき・税抜）

水道料金改定の結果 ／料金比較表（令和６年４月から２年間）

136.1億円

使用水量による料金比較表（令和６年４月から２年間）
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③ 一般用（給水口径 ２５ミリメートル）

④ 一般用（給水口径 ４０ミリメートル）

2,020 円 2,350 円 330 円 16.3 ％

3,380 円 3,830 円 450 円 13.3 ％

4,860 円 5,550 円 690 円 14.2 ％

6,560 円 7,560 円 1,000 円 15.2 ％

10ｍ３

20ｍ３

30ｍ３

改　定　率使 用 水 量 改　定　前

40ｍ３

増　加　額改　定　後

22,000 円 26,600 円 4,600 円 20.9 ％

61,000 円 72,800 円 11,800 円 19.3 ％

104,200 円 123,800 円 19,600 円 18.8 ％

改　定　率

100ｍ
３

300ｍ３

500ｍ３

使 用 水 量 改　定　前 改　定　後 増　加　額

（１か月につき・税抜）



水道料金改定の結果 ／料金比較表（令和６年４月から２年間）

136.1億円

使用水量による料金比較表（令和６年４月から２年間）
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⑤ 一般用（給水口径 ５０ミリメートル）

⑥ 一般用（給水口径 ７５ミリメートル）

25,680 円 30,300 円 4,620 円 18.0 ％

64,680 円 76,500 円 11,820 円 18.3 ％

107,880 円 127,500 円 19,620 円 18.2 ％

300ｍ
３

500ｍ
３

改　定　前 改　定　後 増　加　額 改　定　率

100ｍ
３

使 用 水 量

114,830 円 136,000 円 21,170 円 18.4 ％

222,830 円 263,500 円 40,670 円 18.3 ％

438,830 円 518,500 円 79,670 円 18.2 ％

1,000ｍ
３

2,000ｍ
３

改　定　前 改　定　後 増　加　額 改　定　率

500ｍ３

使 用 水 量

（１か月につき・税抜）

水道料金改定の結果 ／料金比較表（令和６年４月から２年間）

136.1億円

使用水量による料金比較表（令和６年４月から２年間）
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⑦ 一般用（給水口径 １００ミリメートル）

⑧ 一般用（給水口径 １５０ミリメートル）

124,600 円 149,600 円 25,000 円 20.1 ％

232,600 円 277,100 円 44,500 円 19.1 ％

448,600 円 532,100 円 83,500 円 18.6 ％

使 用 水 量 改　定　前 改　定　後

500ｍ３

1,000ｍ３

2,000ｍ３

増　加　額 改　定　率

246,840 円 320,400 円 73,560 円 29.8 ％

1,110,840 円 1,340,400 円 229,560 円 20.7 ％

2,190,840 円 2,615,400 円 424,560 円 19.4 ％

5,000ｍ３

10,000ｍ３

改　定　前 改　定　後 増　加　額 改　定　率

1,000ｍ３

使 用 水 量

（１か月につき・税抜）



水道料金改定の結果 ／水道料金表（令和８年４月から）

136.1億円
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①基本料金（１か月につき・税抜）

670 円 870 円 200 円 29.9 ％

1,020 円 1,330 円 310 円 30.4 ％

1,720 円 2,120 円 400 円 23.3 ％

3,750 円 5,160 円 1,410 円 37.6 ％

7,430 円 8,860 円 1,430 円 19.2 ％

14,380 円 17,800 円 3,420 円 23.8 ％

24,150 円 31,800 円 7,650 円 31.7 ％

38,390 円 76,700 円 38,310 円 99.8 ％

57,320 円 132,000 円 74,680 円 130.3 ％

86,930 円 224,000 円 137,070 円 157.7 ％

115,500 円 298,000 円 182,500 円 158.0 ％

２５０ミリメートル

２００ミリメートル

３００ミリメートル

１５０ミリメートル

　１３ミリメートル

　２０ミリメートル

　２５ミリメートル

　４０ミリメートル

改定率種別及び給水口径 改定前 改定後 増加額

専
用
栓
（

一
般
用
・
公
衆
浴
場
用
）

　５０ミリメートル

　７５ミリメートル

１００ミリメートル

水道料金改定の結果 ／ 水道料金表（令和８年４月から）

136.1億円
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② 給水料金
(ア) 一般用（給水口径25ミリメートル以下）

(イ) 一般用（給水口径40ミリメートル以上）

使　用　水　量

１　段   10立方メートルまで 30 円 32 円

２　段
  10立方メートルを超え
  20立方メートルまで

136 円 151 円

３　段
  20立方メートルを超え
  30立方メートルまで

148 円 177 円

４　段
  30立方メートルを超え
  50立方メートルまで

170 円 207 円

５　段
  50立方メートルを
　　　　　　超える水量

195 円 238 円

段階別

改　定　前 改　定　後

料　金 使　用　水　量 料　金

  10立方メートルまで

  10立方メートルを超え
  20立方メートルまで

  20立方メートルを超え
  30立方メートルまで

  30立方メートルを超え
  50立方メートルまで

  50立方メートルを
　　　　　　超える水量

使　用　水　量

１　段   50立方メートルまで 170 円 207 円

２　段
  50立方メートルを超え
 300立方メートルまで

195 円 238 円

３　段
 300立方メートルを
　　　　　　超える水量

216 円 263 円

段階別

改　定　前 改　定　後

料　金 使　用　水　量 料　金

  50立方メートルまで

  50立方メートルを超え
 300立方メートルまで

 300立方メートルを
　　　　　　超える水量

（１か月１立方メートルにつき・税抜）



水道料金改定の結果 ／ 料金比較表（令和８年４月から）

136.1億円

使用水量による料金比較表（令和８年４月から）
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① 一般用（給水口径 １３ミリメートル）

② 一般用（給水口径 ２０ミリメートル）

970 円 1,190 円 220 円 22.7 ％

2,330 円 2,700 円 370 円 15.9 ％

3,810 円 4,470 円 660 円 17.3 ％

5,510 円 6,540 円 1,030 円 18.7 ％

20ｍ
３

30ｍ３

40ｍ
３

使 用 水 量 改 定 前 改　定　後 増　加　額 改　定　率

10ｍ３

1,320 円 1,650 円 330 円 25.0 ％

2,680 円 3,160 円 480 円 17.9 ％

4,160 円 4,930 円 770 円 18.5 ％

5,860 円 7,000 円 1,140 円 19.5 ％

増　加　額 改　定　率

10ｍ３

20ｍ３

30ｍ３

40ｍ
３

使 用 水 量 改 定 前 改　定　後

（１か月につき・税抜）

水道料金改定の結果 ／ 料金比較表（令和８年４月から）

136.1億円

使用水量による料金比較表（令和８年４月から）
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③ 一般用（給水口径 ２５ミリメートル）

④ 一般用（給水口径 ４０ミリメートル）

2,020 円 2,440 円 420 円 20.8 ％

3,380 円 3,950 円 570 円 16.9 ％

4,860 円 5,720 円 860 円 17.7 ％

6,560 円 7,790 円 1,230 円 18.8 ％

20ｍ３

30ｍ３

40ｍ
３

使 用 水 量 改 定 前 改　定　後 増　加　額 改　定　率

10ｍ３

22,000 円 27,410 円 5,410 円 24.6 ％

61,000 円 75,010 円 14,010 円 23.0 ％

104,200 円 127,610 円 23,410 円 22.5 ％

100ｍ
３

300ｍ３

500ｍ
３

使 用 水 量 改　定　後 増　加　額 改　定　率改 定 前

（１か月につき・税抜）



水道料金改定の結果 ／料金比較表（令和８年４月から）

136.1億円

使用水量による料金比較表（令和８年４月から）
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⑤ 一般用（給水口径 ５０ミリメートル）

⑥ 一般用（給水口径 ７５ミリメートル）

25,680 円 31,110 円 5,430 円 21.1 ％

64,680 円 78,710 円 14,030 円 21.7 ％

107,880 円 131,310 円 23,430 円 21.7 ％

300ｍ３

500ｍ３

使 用 水 量 改 定 前 改　定　後 増　加　額 改　定　率

100ｍ３

114,830 円 140,250 円 25,420 円 22.1 ％

222,830 円 271,750 円 48,920 円 22.0 ％

438,830 円 534,750 円 95,920 円 21.9 ％

改　定　率

500ｍ３

1,000ｍ３

2,000ｍ３

使 用 水 量 改 定 前 改　定　後 増　加　額

（１か月につき・税抜）

水道料金改定の結果 ／料金比較表（令和８年４月から）

136.1億円

使用水量による料金比較表（令和８年４月から）
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⑦ 一般用（給水口径 １００ミリメートル）

⑧ 一般用（給水口径 １５０ミリメートル）

124,600 円 154,250 円 29,650 円 23.8 ％

232,600 円 285,750 円 53,150 円 22.9 ％

448,600 円 548,750 円 100,150 円 22.3 ％

500ｍ３

1,000ｍ３

2,000ｍ３

使 用 水 量 改 定 前 改　定　後 増　加　額 改　定　率

246,840 円 330,650 円 83,810 円 34.0 ％

1,110,840 円 1,382,650 円 271,810 円 24.5 ％

2,190,840 円 2,697,650 円 506,810 円 23.1 ％

増　加　額 改　定　率

1,000ｍ３

5,000ｍ３

10,000ｍ３

使 用 水 量 改 定 前 改　定　後

（１か月につき・税抜）



令和4年5月
水道局水道料金改定の結果 / 政令市間の比較

◎ 一般的な家庭(3〜4人世帯) のケース
（メーター口径13ミリ 1か月で20㎥使用した場合の料金）
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政令市１８市の中で、料金の高い方から９番目から６番目へ

令和4年5月
水道局水道料金改定の結果 / 県内他都市間の比較

◎ 一般的な家庭(3〜4人世帯) のケース
（メーター口径13ミリ 1か月で20㎥使用した場合の料金）
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県内都市１５市の中で料金の安い方から３番目から５番目へ



令和4年5月
水道局アクションプラン後期編の改定

アクションプラン後期編（令和４〜８年度）の改定

投資計画が当初の850億円から950億円へ見直しによる修正
①-1 財政収支見通しの見直し
①-2 計画事業費の見直し

投資の増加に伴い、事業内容の精査及び優先順位の再整理に
より、30の評価指標のうち３つについて見直し
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料金改定に至るまでの中で、工事費等の高騰の影響を受けて、
投資の事業費などを見直したことを踏まえて、ＰＤＣＡサイクル
による進捗管理の実効性を高めるため、アクションプラン後期編
で掲げた内容について必要な見直しを図る。

①料金改定議論で示した 投資・財政の方針の内容を盛り込む

②成果指標等の見直しを行う

見直しポイント

令和4年5月
水道局アクションプラン後期編の改定

①-1 財政収支見通しの見直し
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令和4年5月
水道局アクションプラン後期編の改定

①-2 計画事業費の見直し
事業費の総額は、2,825百万円増の 46,141百万円(+6.5%)
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令和4年5月
水道局アクションプラン後期編の改定

② 成果指標等の見直し
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水道水におけるＰＦＡＳ（有機フッ素化合物）の状況

１ ＰＦＡＳとは
有機フッ素化合物（代表物質︓ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ）のことを指し、撥

水剤や泡消火剤等に使用されていた。

（１）性質
環境中で分解されにくく、蓄積性を有しており、ＰＦＯＳは平成２２

年から、ＰＦＯＡは令和３年から、製造・使用・輸入が禁止されている。

（２）人体への影響
コレステロール値の上昇、発がん、免疫系等への影響が報告されてい

るが、確定的な知見ではない。また、国内で健康被害が発生した事例も
確認されていない。

（３）水道水質管理
令和２年４月から、国の水質管理目標設定項目となっている。
（ＰＦＯＳとＰＦＯＡの合算値で５０ng/L(※)以下が暫定目標値）

※ ng/L︓ナノグラムパーリットル, 1ngは十億分の1g 
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水道水におけるＰＦＡＳ（有機フッ素化合物）の状況

２ 円城浄水場（吉備中央町）での高濃度ＰＦＡＳの検出

図１ 給水エリア図
-26-

※ 金川取水場の概要
水 源 井戸水
計 画配 水 量 ５００m3/日
給 水 戸 数 約５００戸

令和５年１０月に吉備中央町の
円城浄水場において、国の水質管
理暫定目標値を大幅に超過するＰ
ＦＡＳが検出されたていたことが
判明する。

円城浄水場は河平ダムを水源と
しており、その放流水が流れこむ
宇甘川の下流には金川取水場（北
区御津金川）が存在する。

（図１）



水道水におけるＰＦＡＳ（有機フッ素化合物）の状況

３ ＰＦＡＳの検査状況
岡山市では令和２年１２月にＰＦＡＳの検査を開始し、以降年２回、市内各

水源の原水、浄水池及び配水エリア内の主な給水栓にて検査を実施し、暫定目
標値を超過した地点はない。ただし、金川取水場系では、令和５年２月、８月
の検査結果（表１）に変動(上昇傾向)が見られたため、８月から監視を強化し
ており、暫定目標値を超過していないことを確認（表２）している。

表１ 定期検査の結果 表２ 監視強化後の検査結果
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※虎倉給水栓はR4.9から金川取水場の系統に切替

金川取水井 虎倉給水栓
R3.2 5未満
R3.8 6
R4.2 7
R4.7 7
R5.1 6
R5.2 11
R5.7 12
R5.8 15

金川取水井 虎倉給水栓
R5.8.15 15
R5.8.24 21
R5.9.6 37
R5.9.19 18
R5.9.26 24 30
R5.9.28 21 17
R5.10.2 23
R5.10.3 24 22
R5.10.10 14 15
R5.10.11 15
R5.10.12 12 16
R5.10.16 13
R5.10.18 14 11
R5.10.26 6 11
R5.10.30 10 10

水道水におけるＰＦＡＳ（有機フッ素化合物）の状況

３ ＰＦＡＳの検査状況
岡山県では、高濃度ＰＦＡＳが検出された河平ダム周辺で発生源の特定

調査を継続的に進めている。そのため、岡山市としてはその動向を注視し
ながら、宇甘川の下流にある金川取水場及び虎倉給水栓のＰＦＡＳの監視
強化を継続している。令和５年１１月２８日以降の検査結果は表３のとお
り、暫定目標値の５０ng/Lを下回っており、安心、安全な水道水を供給し
ている。なお、表３に示す毎月実施の水質検査結果については、局ホーム
ページで公表している。

表３ 金川取水場及び虎倉給水栓のＰＦＡＳ濃度
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金川取水場（原水） 虎倉給水栓（浄水）
R5.11.28 6ng/L 7ng/L
R5.12.25 11ng/L 8ng/L
R6.1.22 10ng/L 8ng/L
R6.2.28 14ng/L 10ng/L
R6.3.26 16ng/L 9ng/L



水道水におけるＰＦＡＳ（有機フッ素化合物）の状況

4 ＰＦＡＳ濃度上昇時における低減対策

図２ 希釈設備模式図

（１）希釈設備の設置
金川取水場において暫定目標値は超過していないが、令和５

年２月から９月までの検査結果でＰＦＡＳ濃度が上昇傾向と
なったことを受け、応急措置として矢原浄水場の水で希釈する
設備を設置した。（図２）

（２）希釈設備の概要
①配水管布設工事
配水用ポリエチレン管
口径１５０㎜
布設延長１８０ｍ

②金川取水場流入弁設備設置工事
希釈水量を調整するための
バルブ、流量計を設置
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水道水におけるＰＦＡＳ（有機フッ素化合物）の状況

4 ＰＦＡＳ濃度上昇時における低減対策
（３）低減効果

令和５年１２月１４日に運用テストを実施し、表４のとおりの低減
効果を確認した。

表４ 低減効果の結果

原水（希釈前）
A

希釈水
B

給水（希釈後）
C

効果
（PFAS低減率）

取水流量 90 ㎥/h 15㎥/h 105 ㎥/h

PFAS濃度 12 ng/L 0 ng/L 9 ng/L ▲25 %

金川取水場のＰＦＡＳについては、監視の継続及び低減化対策の運用
を行い、暫定目標値の超過を抑制する。また、活性炭設備等、更なる浄
水処理の強化策について調査研究を進める。

5 今後の対応
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太陽光発電ＰＰＡモデル導入事業の導入

１ 概要
岡山市では令和３年７月に「再エネ１００宣言 RE Action」への参加およ

びアンバサダーに就任するなど、地球温暖化対策の取組を推進している。
水道局においても、ゼロカーボンに向けた新規事業として、「太陽光発電
ＰＰＡ※（電力購入契約）モデル導入事業」を旭東浄水場（中区今在家）
に導入した。令和５年２月に発電事業者を決定して以降、事業者の提案に
沿った内容で順調に事業が進み、令和６年３月より発電を開始した。

【Power Purchase Agreement】
発電事業者と需要家の間
で締結する電力購入契約
のこと。本件では、水道
局が太陽光発電設備の設
置スペースを提供し、事
業者が設備の設置と運
用・保守を実施し、現地
で発電した電力を水道局
に供給する。

【イメージ図】※ PPA
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太陽光発電ＰＰＡモデル導入事業の導入

２ 設備概要
設置場所

旭東浄水場 浄水池上部
約４，０００㎡

最大発電量
４１５ kW（１時間あたり）

年間予想発電量
６５６，７８５kWh

旭東浄水場年間電気使用量の
約３０％の発電量
（一般家庭の約１３１軒分）

CO2削減効果量

約３４７ｔ/年

費用削減効果

約１，２００万円／年

契約期間

20年
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太陽光発電ＰＰＡモデル導入事業の導入

３ 実施スケジュール
令和５年 １月 〜 ３月 公募型プロポーザル実施〜結果公表
令和５年 ５月 〜 １０月 補助金申請(業者)〜交付決定、契約
令和５年１０月 〜 令和６年２月 設置工事
令和６年 ３月 〜 供用開始

４ その他

3月発電量積算値 52,160kWh
（平均 1,683kWh/日）
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